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〇 建築物等の解体等工事に係る規制の概要 

建築物等の解体等工事に係る手続き等 罰則 
 

 

 特定建築材料なし   特定建築材料あり＝特定工事   

 
 

  
仕上塗材・成形板等 

  吹付材・断熱材・保温材・

耐火被覆材 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

発注 

事前調査（特定建築材料の使用有無の調査）【元請業者・自主施工者】 

特定粉じん排出等作業 

実施作業の確認，取り残しの確認 

【元請業者・自主施工者】 

除去等方法，作業基準の遵守 

【元請業者・下請負人・自主施工者】 

事前調査結果の・記録の作成・保存 

・知事への報告 

・掲示，写しの備え置き 

下請負人への説明【元請業者】 

解体等工事 

【元請業者・自主施工者】 

作業基準適合命令等 

【知事】 

届出内容の説明 

【元請業者】 

知事への届出 

【発注者】 

 

報告義務違反 

 

虚偽の報告 

 

届出義務違反 

 

除去等方法 

違反 

 

作業基準適合

命令等違反 

計画変更命令【知事】 

 

事前調査結果の発注者への説明【元請業者】 

協力【発注者】 

配慮等【発注者・元請業者・下請負人】 

下請負人の指導【元請業者】 

法第 18条の 15 

第１・２・４項 

法第 18条の 15第１項 

法第 18条の 15第３・４・５・６項 

法第 18条の 16第３項 

法第 18条の 17 

法第 18条の 19 

法第 18条の 20 

法第 18条の 16 
法第 18条の 22 

法第 35条第４号 

法第34条第１号 

法第 33条の２ 
第１項第２号 

法第 34条第３号 

法第 33条の２ 

第１項第２号 

法第 18条の 21 

作業計画の作成【元請業者・自主施工者】 

法第 18条の 18 

 

計画変更 

命令違反 

法第 18条の 14 

法第 18条の 14 

作業終了後の発注者への報告【元請業者】 

作業記録の保存【元請業者・自主施工者】 
法第 18条の 23 
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〇必要項目一覧 

 
○：必要項目 
◎：特定工事の場合の必要項目 
●：届出対象特定工事の場合の必要項目 

事前調査結果 

作
業
内
容
の 

掲
示
事
項 

作
業
計
画
の 

記
載
事
項 

作
業
完
了
報
告 

作
業
記
録 

発
注
者
へ
の 

説
明
事
項 

記
録
・
備
え 

付
け
事
項 

掲
示
事
項 

事前調査の結果 ○       
建築材料が特定建築材料に該当するか否か及びその
根拠 

 ○      

（特定工事に該当する場合）特定建築材料の種類   ◎     
解体等工事・特定工事の発注者の氏名又は名称及び
住所（法人にあっては，その代表者の氏名） 

 ○  ◎ ◎  ◎ 

解体等工事・特定工事の元請業者又は自主施工者の
氏名又は名称及び住所（法人の場合は代表者の氏名）   ○ ◎  ◎  

事前調査を終了した年月日 ○ ○ ○     
事前調査の方法（書面調査，目視調査，分析調査又
はみなし） 

○ ○ ○     

事前調査を行った者の氏名及び調査者等に該当する
ことを明らかにする事項（調査者の講習実施機関の
名称等） 

○ ○      

分析調査を行ったときは，当該調査を行った箇所並
びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又
は法人の名称 

 ○      

解体等工事・特定工事の場所  ○   ◎ ◎ ◎ 
解体等工事の名称及び概要  ○      
特定工事の概要     ◎   
解体等工事に係る建築物等の概要  ○    ◎  
解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した
年月日（平成 18 年９月１日以後に設置の工事に着手
した設備にあっては，これに加えて，これらの規定
に規定する建築材料を設置した年月日） 

 ○      

解体等工事が建築物等を改造し，又は補修する作業
を伴う建設工事に該当するときは，当該作業の対象
となる建築物等の部分 

 ○      

特定粉じん排出等作業の種類 ◎    ◎  ◎ 
特定粉じん排出等作業の実施の期間 ◎   ◎ ◎  ◎ 
特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面
積 

◎    ◎   

特定粉じん排出等作業の方法 ◎   ◎ ◎   
特定粉じん排出等作業の方法が第 18 条の 19 各号に
掲げる措置を当該各号に定める方法により行うもの
でないときは，その理由 

◎       

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置
図及び付近の状況 

●    ◎   

特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の
工程の概要 

◎    ◎   

特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の
氏名及び連絡場所 

◎   ◎ ◎  ◎ 

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の
当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 

●    ◎ ◎ ◎ 

（届出対象特定工事に該当する場合） 
届出年月日及び届出先 

   ●    

特定粉じん排出等作業の実施状況 
（確認結果等） 

     ◎ ◎ 

石綿含有建材の取り残しがないこと等の確認 
（確認年月日，確認者氏名，受講した講習実施機関） 

     ◎ ◎ 

特定粉じん排出等作業完了年月日      ◎  

 

 

詳細等は『ｅｃｏひろしま』（広島県環境情報サイト）に掲載しています。 


